
【改定概要】現場代理人の常駐義務緩和措置に関する取扱要領

現行

A工事

B工事

兼任不可 兼任可能

A工事

B工事

兼任不可 兼任可能

改定

現場代理人

工事場所を限定しない

前橋市内の工事

※市長が認める場合を除く

兼任不可
Ａ工事、Ｂ工事双方が完了しないと
新たな工事との兼任はできない

Ａ工事が完了すれば、Ｂ工事のほかに
新たな工事との兼任は可能



【改定概要】現場代理人の常駐義務緩和措置に関する取扱要領

主任技術者
項目 現行 改定案

主任技術者の兼任件数 ３件 制限なし

※同一工事の場合のみ現場代理人との兼任可能

主任技術者

主任技術者

A工事

B工事

主任技術者C工事

現場代理人・主任技術者

現場代理人・主任技術者

A工事

B工事

主任技術者

現場代理人

A工事

B工事

ケース 兼任

主任技術者D工事


